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○

労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に

照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。

（
注
）
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
公
表
の
改
正
案
適
用
後
の
も
の
。

改

正

後

改

正

前
（
注
）

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

［
同
上
］

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
七
十
八

略
］

［
一
～
七
十
八

同
上
］

七
十
九

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

［
号
を
加
え
る
。
］

き
銀
行
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
総

損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

（
平
成
三
十
一
年
金
融
庁
告
示
第
●
●
●
号
。
以
下
「
銀
行
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告

示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
国
内
処
理
対
象
銀
行
、
銀
行

法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会

社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て

定
め
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
で
あ
っ
て
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
判
断
の
た
め
に
参
考
と
な
る

べ
き
も
の
（
平
成
三
十
一
年
金
融
庁
告
示
第
●
●
●
号
。
以
下
「
銀
行
持
株

会
社
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
国
内
処
理
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対
象
銀
行
持
株
会
社
及
び
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
最
終
指
定
親
会
社
が
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等

の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
総
損
失
吸
収
力

及
び
資
本
再
構
築
力
に
係
る
健
全
性
の
状
況
を
表
示
す
る
基
準
（
平
成
三
十

一
年
金
融
庁
告
示
第
●
●
●
号
。
以
下
「
最
終
指
定
親
会
社
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告

示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
国
内
処
理
対
象
最
終
指
定
親

会
社
を
い
う
。

八
十

そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

銀
行
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告
示
第
四
条
第
三

［
号
を
加
え
る
。
］

項
、
銀
行
持
株
会
社
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告
示
第
四
条
第
三
項
及
び
最
終
指
定
親
会
社

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告
示
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手

段
を
い
う
。

八
十
一

そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段

そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調

［
号
を
加
え
る
。
］

達
手
段
、
規
制
金
融
機
関
に
適
用
さ
れ
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築

力
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
類
似
の
基
準
に
お
い
て
、
そ

の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、
こ

れ
ら
と
発
行
体
が
同
一
か
つ
法
的
又
は
経
済
的
に
同
順
位
で
あ
る
も
の
並
び

に
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
（
い
ず
れ
も
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
除
外
債
務
及
び
こ

れ
に
相
当
す
る
債
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。

八
十
二

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
除
外
債
務

銀
行
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告
示
第
四
条
第
四
項
、
銀
行

［
号
を
加
え
る
。
］

持
株
会
社
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
告
示
第
四
条
第
四
項
及
び
最
終
指
定
親
会
社
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

告
示
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
除
外
債
務
を
い
う
。

八
十
三

特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
除
外
債
務
に
相
当
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

債
務
と
法
的
又
は
経
済
的
に
同
順
位
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
本
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邦
以
外
の
国
又
は
地
域
の
金
融
当
局
に
よ
っ
て
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達

手
段
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

（
自
己
資
本
の
額
）

（
自
己
資
本
の
額
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
第
一
号
の
「
普
通
出
資
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

３

［
同
上
］

す
出
資
を
い
う
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

発
行
者
（
出
資
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

四

発
行
者
（
出
資
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
発
行
時
又
は
払
込
み
を
受
け
た
時
に
将
来
に
わ
た
り
買
戻
し
を

同
じ
。
）
が
発
行
時
又
は
払
込
み
を
受
け
た
時
に
将
来
に
わ
た
り
買
戻
し
を

行
う
期
待
を
生
じ
さ
せ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
内
容

行
う
期
待
を
生
ぜ
し
め
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
期
待
を
生
ぜ
し
め
る
内
容

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

［
五
～
十
四

略
］

［
五
～
十
四

同
上
］

４

第
一
項
第
一
号
の
「
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

４

［
同
上
］

の
全
て
を
満
た
す
出
資
を
い
う
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

償
還
を
行
う
場
合
に
は
、
発
行
後
五
年
を
経
過
し
た
日
以
後
（
発
行
の
目

五

償
還
を
行
う
場
合
に
は
発
行
後
五
年
を
経
過
し
た
日
以
後
（
発
行
の
目
的

的
に
照
ら
し
て
償
還
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

に
照
ら
し
て
発
行
後
五
年
を
経
過
す
る
日
前
に
償
還
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
後
）
に
発
行
者
の
任
意
に
よ
る
と
き

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
後
五

に
限
り
償
還
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
償
還
又
は
買
戻
し
に
関

年
を
経
過
す
る
日
前
）
に
発
行
者
の
任
意
に
よ
る
場
合
に
限
り
償
還
を
行
う

す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
償
還
又
は
買
戻
し
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

償
還
又
は
買
戻
し
に
つ
い
て
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
を
発
行
者
が
行

ロ

償
還
又
は
買
戻
し
に
つ
い
て
の
期
待
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
を
発
行
者
が

っ
て
い
な
い
こ
と
。

行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

発
行
者
が
前
号
イ
の
確
認
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
当

六

発
行
者
が
前
号
イ
の
確
認
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
当

該
発
行
者
に
よ
り
当
該
確
認
に
つ
い
て
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
が
行
わ
れ

該
発
行
者
に
よ
り
当
該
確
認
に
つ
い
て
の
期
待
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
が
行
わ

て
い
な
い
こ
と
。

れ
て
い
な
い
こ
と
。

［
七
～
十
二

略
］

［
七
～
十
二

同
上
］

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
自
己
資
本
の
額
）

（
自
己
資
本
の
額
）

第
十
三
条

［
略
］

第
十
三
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
第
一
号
の
「
普
通
出
資
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

３

［
同
上
］

す
出
資
を
い
う
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

発
行
者
（
出
資
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

四

発
行
者
（
出
資
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
発
行
時
又
は
払
込
み
を
受
け
た
時
に
将
来
に
わ
た
り
買
戻
し
を

同
じ
。
）
が
発
行
時
又
は
払
込
み
を
受
け
た
時
に
将
来
に
わ
た
り
買
戻
し
を

行
う
期
待
を
生
じ
さ
せ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
内
容

行
う
期
待
を
生
ぜ
し
め
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
期
待
を
生
ぜ
し
め
る
内
容

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

［
五
～
十
四

略
］

［
五
～
十
四

同
上
］

４

第
一
項
第
一
号
の
「
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

４

［
同
上
］

の
全
て
を
満
た
す
出
資
を
い
う
。
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［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

償
還
を
行
う
場
合
に
は
、
発
行
後
五
年
を
経
過
し
た
日
以
後
（
発
行
の
目

五

償
還
を
行
う
場
合
に
は
発
行
後
五
年
を
経
過
し
た
日
以
後
（
発
行
の
目
的

的
に
照
ら
し
て
償
還
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

に
照
ら
し
て
発
行
後
五
年
を
経
過
す
る
日
前
に
償
還
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
後
）
に
発
行
者
の
任
意
に
よ
る
と
き

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
後
五

に
限
り
償
還
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
償
還
又
は
買
戻
し
に
関

年
を
経
過
す
る
日
前
）
に
発
行
者
の
任
意
に
よ
る
場
合
に
限
り
償
還
を
行
う

す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
償
還
又
は
買
戻
し
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

償
還
又
は
買
戻
し
に
つ
い
て
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
を
発
行
者
が
行

ロ

償
還
又
は
買
戻
し
に
つ
い
て
の
期
待
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
を
発
行
者
が

っ
て
い
な
い
こ
と
。

行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

発
行
者
が
前
号
イ
の
確
認
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
当

六

発
行
者
が
前
号
イ
の
確
認
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
当

該
発
行
者
に
よ
り
当
該
確
認
に
つ
い
て
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
が
行
わ
れ

該
発
行
者
に
よ
り
当
該
確
認
に
つ
い
て
の
期
待
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
が
行
わ

て
い
な
い
こ
と
。

れ
て
い
な
い
こ
と
。

［
七
～
十
二

略
］

［
七
～
十
二

同
上
］

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
等
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
四
十
七
条
の
三

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の

第
四
十
七
条
の
三

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の

金
融
機
関
等
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
五
条
第

金
融
機
関
等
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
五
条
第

四
項
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関
等
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す

四
項
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関
等
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関
等
（
連
結

る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関
等
（
連
結

自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
金
庫
に
あ
っ
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
者

自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
金
庫
に
あ
っ
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
者
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を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
資
本
等
調
達
手
段
（
連
結
自
己

を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
及
び
第
百
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
資

対
象
資
本
調
達
手
段
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第

本
調
達
手
段
又
は
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
を
い
い
、
単
体
自
己

五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
資
本
調
達
手
段
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率

資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
対
象

を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
対
象
資
本
調
達

資
本
調
達
手
段
又
は
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
を
い
う
。
次
項
及

手
段
を
い
う
。
次
項
及
び
第
百
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、

び
第
百
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
対
象
普
通
出
資
等
（
連

対
象
普
通
出
資
等
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
五

結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

条
第
五
項
に
規
定
す
る
対
象
普
通
出
資
等
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算

対
象
普
通
出
資
等
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て

出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
普
通
出
資
等
を

は
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
普
通
出
資
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
百

い
う
。
次
項
及
び
第
百
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の

五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手

以
外
の
も
の
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
二
百
五

段
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ

十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

ェ
イ
ト
は
、
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

２

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
労
働
金
庫
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
七

２

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
が
労
働
金
庫
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
七

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
等

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調

調
達
手
段
の
う
ち
労
働
金
庫
連
合
会
の
対
象
普
通
出
資
等
で
あ
っ
て
第
二
条
又

達
手
段
の
う
ち
労
働
金
庫
連
合
会
の
対
象
普
通
出
資
等
で
あ
っ
て
第
二
条
又
は

は
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ
れ

第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ
れ
な

な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て

か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
連
合
会
向
け
出
資
に
係

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
連
合
会
向
け
出
資
に
係

る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て

る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

は
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

て
得
た
額
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十

て
得
た
額
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十

三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三

三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
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号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得

た
額
を
い
う
。
第
百
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る

た
額
を
い
う
。
第
百
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る

部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

と
し
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

と
し
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

は
、
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

は
、
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
四
十
七
条
の
四
の
二

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

［
条
を
加
え
る
。
］

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
他
の
金

融
機
関
等
に
係
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
（
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ

Ｃ
調
達
手
段
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
を
発
行
す
る

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
発
行
者
」
と
い
う
。
）
の
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

調
達
手
段
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
当
該
発
行
者
の
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達

手
段
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
本
邦
以
外
の
国
又
は
地
域
の

金
融
当
局
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
算
入
上

限
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
発
行
者
の
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
の
額
の

合
計
額
に
占
め
る
割
合
（
当
該
発
行
者
の
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
の
額

の
合
計
額
が
算
入
上
限
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
一
と
す
る
。
）
を
、
金
庫
又

は
連
結
子
法
人
等
が
保
有
し
て
い
る
当
該
発
行
者
の
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達

手
段
の
額
に
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

百
五
十
四
条
の
四
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

２

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
他
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の
金
融
機
関
等
に
係
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
の
う
ち
、
そ
の

他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
係
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
（
連
結
自
己

資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
二
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本

の
額
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
、
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算

出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額
に
五
パ

ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
第
百
五
十
四
条
の
四
の
二
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
上
回
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
は
、
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計

（
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計

額
）

額
）

第
百
二
十
六
条

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の

第
百
二
十
六
条

［
同
上
］

合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

一

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク
ス

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信
用
リ

ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信
用
リ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
四
十
九
条
第
一
項

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
四
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
）
、
同
時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取

に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
）
、
同
時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取

引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
一
条
第

引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
一
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
るPD

/
L
G
D

方
式
の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
L
GD

方
式
の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
四
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
四
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
五
十
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
十

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
第
百
五
十
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
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四
条
の
四
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

四
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第
百
四
十
二
条
（
第

の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第
百
四
十
二
条
（
第
十
項

十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資

を
除
く
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
資
産
及

産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

の
額
の
合
計
額

の
合
計
額

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
重
要
な
出
資
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
重
要
な
出
資
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
百
五
十
四
条
の
二

第
百
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
百
五
十
四
条
の
二

第
百
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

対
象
出
資
の
う
ち
重
要
な
出
資
に
係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
上
回
る
部

対
象
出
資
の
う
ち
重
要
な
出
資
に
係
る
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
上
回
る
部

分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ

分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
等
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
百
五
十
四
条
の
三

第
百
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
百
五
十
四
条
の
三

第
百
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
等
調
達
手
段
の
う
ち
、
対
象
普
通
出
資
等
及
び

他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資
本
調
達
手
段
の
う
ち
、
対
象
普
通
出
資
等
に
該
当

そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る

す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー

ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
二
百
五
十

ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

２

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
労
働
金
庫
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
百
二

２

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
労
働
金
庫
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
百
二
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十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資

十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
金
融
機
関
等
の
対
象
資

本
調
達
手
段
の
う
ち
労
働
金
庫
連
合
会
の
対
象
普
通
出
資
等
で
あ
っ
て
第
二
条

本
調
達
手
段
の
う
ち
労
働
金
庫
連
合
会
の
対
象
普
通
出
資
等
で
あ
っ
て
第
二
条

又
は
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ

又
は
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ

れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
に
つ
い
て
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
少
数
出
資

額
に
つ
い
て
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
少
数
出
資

に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
に
相
当
す
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
係
る
十
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
に
相
当
す
る
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
し
、
そ

を
い
う
。
）
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
し
、
そ

れ
以
外
の
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

れ
以
外
の
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

（
特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

（
特
定
項
目
の
う
ち
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
）

ャ
ー
）

第
百
五
十
四
条
の
四

第
百
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
百
五
十
四
条
の
四

第
百
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

特
定
項
目
の
う
ち
第
二
条
又
は
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る

特
定
項
目
の
う
ち
第
二
条
又
は
第
十
一
条
の
算
式
に
お
け
る
コ
ア
資
本
に
係
る

調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信

調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い

う
。
）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す

う
。
）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す

る
。

る
。

（
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
百
五
十
四
条
の
四
の
二

第
百
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

［
条
を
加
え
る
。
］
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ず
、
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
他

の
金
融
機
関
等
に
係
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
関
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

２

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
他

の
金
融
機
関
等
に
係
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
の
う
ち
、
そ
の

他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
係
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
基
準
額
を
上
回
る
部

分
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
当
該

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（E

A
D

を
い
う
。
）
に
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


